
１．認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型通所介護費
（単位：円）

２．加算

個別機能訓練計画を作成し、サービスを提供します。

上記に加え、個別機能訓練加算を算定している場合。

若年性認知症利用者を受け入れ、サービスを提供します。

介護福祉士を７０％以上配置して、安定的なサービスを提供します。

３．その他の利用料金

① 食費 ５６０円／日 （おやつ代を含みます）

　スマイルケア食（嚥下調整食）はプラス４０円／日

② 教養娯楽費　　　　　　　　　５０円／日

③ 日用品費　　　　　　　　　 　５０円／日

④ 材料費 実費（手作業、サークル活動など）

⑤ その他 実費（一日遠足など各種行事に係る費用）

※ ご不明な点につきましては、管理者までお尋ね下さい。

デイサービスひらさ

３時間～４時間 ４時間～５時間 ５時間～６時間 ６時間～７時間 ７時間～８時間 ８時間～９時間

デイサービスひらさ　利用料金表

R6年4月～5月

所要時間 所要時間 所要時間 所要時間 所要時間 所要時間

８８８／日

要支援２ ５２６／日 ５５１／日 ８２８／日 ８５１／日 ９６１／日 ９９１／日

要支援１ ４７５／日 ４９７／日 ７４１／日 ７６０／日 ８６１／日

１，０２６／日

要介護２ ５９７／日 ６２６／日 ９５０／日 ９７４／日 １，１０２／日 １，１３７／日

要介護１ ５４３／日 ５６９／日 ８５８／日 ８８０／日 ９９４／日

１，２４８／日

要介護４ ７０８／日 ７４１／日 １，１３２／日 １，１６１／日 １，３１９／日 １，３６２／日

要介護３ ６５３／日 ６８４／日 １，０４０／日 １，０６６／日 １，２１０／日

１，４７２／日

項　　目 利用料金 備　　考

入浴介助加算(Ⅰ) ４０／日 一般入浴介助を行います。

要介護５ ７６２／日 ７９９／日 １，２２５／日 １，２５６／日 １，４２７／日

生活機能向上連携加算 ２００／月 介護職とリハビリ専門職が共同で個別機能訓練計画を作成し、計画の進捗状況等の評価を行います。

〃 １００／月

口腔・栄養スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

２０／回
口腔内の健康状態及び栄養状態について確認を行い、情報を介護支援専
門員と共有します。

入浴介助加算(Ⅱ） ５５／日
理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問し、浴室での動作や浴室の環境
を評価します。それに基づいた入浴計画を作成し入浴介助を行います。

個別機能訓練加算(Ⅰ) ２７／日

個別機能訓練加算(Ⅱ) ２０／月
利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し
機能訓練の有効な実施のために必要な情報を活用します。

ADL維持加算（Ⅰ） ３０／月 ご利用者の心身機能の重度化を防止し、機能を維持できているかを評価。

ADL維持加算（Ⅱ） ６０／月 ADL維持加算（Ⅰ）の要件に加えADL利得の平均値が３以上であること。

口腔機能向上加算(Ⅱ) １６０／回
口腔機能を評価し、適切な口腔清掃や摂食・嚥下機能に関する訓練の

指導を行います。

若年性認知症利用者受入加算 ６０／日

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 上記基本サービスと加算サービスにより算定した金額の１０００分の３１に相当する額

介護職員等ベースアップ等支援加算 上記基本サービスと加算サービスにより算定した金額の１０００分の２３に相当する額

※　基本利用料と加算部分の利用者負担額は、介護保険の負担割合に基づく額となります。

科学的介護推進体制加算 ４０／月 厚生労働省へ情報提供を定期的に実施しフィードバックを受けた場合。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２／日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 上記基本サービスと加算サービスにより算定した金額の１０００分の１０４に相当する額


